
   前橋市一般職の職員の給与に関する条例及び前橋市一般職の任期付職員の  

採用及び給与の特例に関する条例の改正について（議案第１１４号） 

 

                                  職員課  

 

１ 改正の理由 

  国の職員等に準じ、本市一般職の職員及び一般職の任期付職員の給与を改める。 

 

 

２ 主な内容 

 (1) 前橋市一般職の職員の給与に関する条例関係 

  ア 一般職の職員の給料表の改正 

    行政職給料表、消防職給料表及び医療職給料表を改める。 

    行政職給料表適用者の場合（平均給料月額） 
  

現   行 改 正 案 改 定 幅 改 定 率 

３２７，１２５円 ３２７，７８５円 ６６０円 ０.２％ 

 

  イ 一般職の職員の勤勉手当の改正 

   (ｱ) 第１条関係 

     令和４年１２月期の勤勉手当の支給月数を次のとおり改める。 
  

区   分 現  行 第１条関係改正案 改 定 幅 

一 般 職 員 ０．９５月 １．０５月 ０．１月 

特定幹部職員 １．１５月 １．２５月 ０．１月 

 

   (ｲ) 第２条関係 

     令和５年６月以降の６月期及び１２月期の勤勉手当の支給月数を次のとお

り改める。 
  

区     分 

第 １ 条 関 係 

改正後（６月 

期は現行） 

第２条関係 

改 正 案 
改 定 幅 

一般職員 ６月期 ０．９５月 １．０月 ０．０５月 

 



 １２月期 １．０５月 １．０月 △０．０５月 

特定幹部 

職  員 

６月期 １．１５月 １．２月 ０．０５月 

１２月期 １．２５月 １．２月 △０．０５月 

 

 (2) 前橋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例関係 

  ア 特定任期付職員の給料表の改正 

                           （給料月額） 
  

号給 現   行 改 正 案 改 定 幅 

１ ３７５，０００円 ３７６，０００円 １，０００円 

２ ４２２，０００円 ４２２，０００円 ０円 

３ ４７２，０００円 ４７２，０００円 ０円 

４ ５３３，０００円 ５３３，０００円 ０円 

５ ６０８，０００円 ６０８，０００円 ０円 

６ ７１０，０００円 ７１０，０００円 ０円 

７ ８３０，０００円 ８３０，０００円 ０円 

  

  イ 特定任期付職員の期末手当の改正 

   (ｱ) 第３条関係 

     令和４年１２月期の期末手当の支給月数を次のとおり改める。 
  

現  行 第３条関係改正案 改 定 幅 

１．６２５月 １．６７５月 ０．０５月 

 

(ｲ) 第４条関係 

     令和５年６月以降の６月期及び１２月期の期末手当の支給月数を次のとお

り改める。 
 

区 分 
第３条関係改正後 

（６月期は現行） 
第４条関係改正案 改 定 幅 

６月期 １．６２５月 １．６５月 ０．０２５月 



１２月期 １．６７５月 １．６５月 △０．０２５月 

 

 

 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   ２の(1)のア及びイの(ｱ)並びに２の(2)のア及びイの(ｱ) 公布の日 

   ２のその他の部分 令和５年４月１日 

 (2) 遡及適用日 

   ２の(1)のア及び２の(2)のア 令和４年４月１日 

   ２の(1)のイの(ｱ)及び２の(2)のイの(ｱ) 令和４年１２月１日 

 

 


